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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状のハウジングと、
　前記ハウジングの一方の端部から突出する第１の流体保持ペン先と、
　前記第１のペン先の環状部内にあって前記ハウジングの前記一方の端部から前記第１の
ペン先と同時に突出する第２の流体保持ペン先と、
　前記第１のペン先及び前記第２のペン先の表面同士、及び、前記両ペン先の前記ハウジ
ングから離れた側の端部同士を互いに離間させる手段と、を備え、
　前記第１のペン先が縞を描くような配置及び寸法とされ、
　前記第２のペン先が前記縞の境界同士の間に１つの線又は複数の線を描くような配置及
び寸法とされ、
　前記縞及び前記１つの線又は複数の線が単一のストロークで描かれ、
　前記第１のペン先が、一方の端部から他方まで通過する中央孔を有する略部分円錐とさ
れていることを特徴とするマーカーペン。
【請求項２】
　管状のハウジングであって、該ハウジング内に配置された第１のチャンバー内に存在す
る流体が補充される第１の流体保持ペン先を一方の端部から突出させた管状のハウジング
と、
　前記第１のペン先の環状部内にあって前記ハウジングの前記一方の端部からも突出させ
、かつ前記ハウジング内に配置された第２のチャンバー内に存在する流体が補充される第
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２の流体保持ペン先と、を備え、
　前記突出するペン先の先端が互いに離間され、
　前記第１のペン先が縞を描くような配置及び寸法とされ、
　前記第２のペン先が前記縞の境界同士の間に１つの線又は複数の線を描くような配置及
び寸法とされ、
　前記縞及び前記１つの線又は複数の線が単一のストロークで描かれ、
　前記第２のチャンバー内に存在する前記流体が、有色染料、分散色素あるいは他の有色
媒体、あるいは、使用されたときにインク内の有色染料あるいは分散色素と化学的に反応
する消去素材の溶剤、あるいは、前記第１のペン先によって散布された有色媒体の色を消
去したり変化させたりする他の有色媒体、を有する水性インクを含んだ指示薬を備えてい
ることを特徴とするマーカーペン。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のマーカーペンにおいて、
　少なくとも１つのペン先が、多孔性素材から構成されていることを特徴とするマーカー
ペン。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のマーカーペンにおいて、
　前記第１のペン先が、吸収性素材からなる分離した複数の部分から成る略環状の配列を
備えていることを特徴とするマーカーペン。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載のマーカーペンにおいて、
　前記第１のペン先の末端部の外表面は固く、このため該末端部は曲がらないことを特徴
とするマーカーペン。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載のマーカーペンにおいて、
　前記第２のペン先の末端部が、略先細りとされていることを特徴とするマーカーペン。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載のマーカーペンにおいて、
　前記第２のペン先が、横断面で、円形とされていることを特徴とするマーカーペン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マーカーペンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なマーカーペンは、繊維状のフェルトのようなペン先を有する管状のハウジング
を備えており、そのペン先が、液体吸収性の芯を介して有色染料を有する水性インクのよ
うな指示薬を含んだ内部液貯めに接続されている。このマーカーペンが使用されると、繊
維状のペン先には、毛管作用によって液貯めから芯を介してペン先へと伝わるインクが補
充される。このようなペンはよく知られているとともに、とりわけ紙あるいは類似の素材
上の文章にマークを付けたり色彩効果を生じさせるために使用されている。知られている
ように、マーカーペンは、１つの色の１つの線を描くために使用される。異なる色の複数
の隣接する線を描くためには、２つあるいはそれ以上のペンが必要となる。
【０００３】
　染料を有する水性インクが表面に塗布されたときに色を変化させたり、水性インク内に
存在する染料の色を消去するための流体もまたよく知られている。
【０００４】
　定義上、染料は、非局在化電子系（delocalised electron systems）を有する芳香族有
機化合物とされており、さまざまな波長の電磁放射線を吸収する。染料の色は、それぞれ
の染料内の発色基（chromophore）の存在によってもたらされている。発色基は、染料の
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非局在化電子雲のエネルギーを変えるような原子配置をとっており、その結果、化合物が
スペクトルの可視域から放射線を吸収することによって発色する。
【０００５】
　酸塩基指示薬は、それ自身が弱酸及び弱塩基とされる染料であり、その共役酸及び共役
塩基の形態が異なる色を有している。酸と塩基との間の形態の転化は、指示薬のｐＨを変
化させることによって得られる。
【０００６】
　酸塩基指示薬が染料として例えば紙シートの上に塗布されたとき、及び、酸性あるいは
塩基性薬品が実質的に染料のｐＨを変えるように塗布されたとき、染料の酸性と塩基性と
の間の形態の転移が、各発色基の変化あるいは破壊をもたらす。この破壊により、本来染
料に吸収されていた放射線／光の波長を、可視域の外（色の消去）の値や、他の色の可視
域の内（色の変化）の値へと変化させることができる。
【０００７】
　透明あるいは半透明の強調インクを消去あるいは除去するための塗布具が特許文献１に
開示されている。この塗布具は、容器と、強調インクのために容器内に含まれる液体漂白
剤あるいは液体酸化剤と、容器の一方の端部に設けられ、フェルト性の先端、ローラー、
加圧スプレーノズルあるいはハンドポンプのような、除去剤の薄膜を強調インクに塗布す
る手段であって、下にあるインクあるいは既に強調された印刷素材に対して実質的に影響
を及ぼすことなく強調インクの消去あるいは除去効果をもたらす手段とを備えている。そ
のような塗布具は、別体のマーカーペンによって塗られたインクや染料を消去するために
用いられる。
【０００８】
　一方の端部に、芯を通してインク液貯めに接続される筆記ペン先が設けられ、他方の端
部に、先端に接続されるフェルト、繊維状部材あるいは多孔性部材からなる消去部材が設
けられた塗布具が特許文献２に開示されている。この明細書に開示された塗布具の構成で
は、消去が要求されるときには通常の筆記作用の状態と逆のものとされる。
【０００９】
　特許文献３は、消去部材を含んだボールペンを開示している。この消去部材はペンの一
方の端部に配置され、ボールポイントがペンの他方の端部に配置されている。もし、書き
損じた場合には、ペンが逆にされ、インクを中和するために消去部材が用いられる。
【００１０】
　マーカーハウジングの同一端部から突出する２つあるいはそれ以上のマーカーペン先を
有し、フェルトの先端を備えたマーカーペンは知られている。
【特許文献１】米国特許第５４２７２７８号明細書
【特許文献２】米国特許第４５５７６１８号明細書
【特許文献３】米国特許第４２２７９３０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、１工程で、１つの色を有する縞（stripe）とともに、この縞の境界同
士の間に１つあるいは複数の他の色を有する１つあるいは複数の線を描くことができ、こ
の１つあるいは複数の線が色の変化あるいは混合技術によって描かれるようにすることが
できるマーカーペンを提供することである。本発明の他の目的は、１工程で、１つの色を
有する縞とともに、この縞の境界同士の間に１つあるいは複数の透明な線を描くことがで
きるマーカーペンを提供することである。縞及び線が１工程で描かれることため、筆記面
に塗布されたときに縞及び線の両方が湿っていることになり、これら縞及び線の縁におい
て混合が生じる。
【００１２】
　本発明のさらなる目的は、筆記面上のマーカーペンの移動方向に関係なく、１工程で、
１つの色を有する縞とともに、この縞の境界同士の間に他の色あるいは無色の線を描くこ
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とができるマーカーペンを提供することである。この目的は、一方のペン先が他方のペン
先に対して略中央に配置されることによって達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一方の観点において、本発明は、管状のハウジングと、前記ハウジングの一方の端部か
ら突出する第１の流体保持ペン先と、前記ハウジングの前記一方の端部から突出する第２
の流体保持ペン先とを備え、前記ペン先のうちの一方の表面が他方から隔てられ、前記第
１のペン先が縞を描くような配置及び寸法とされ、前記第２のペン先が前記縞の境界同士
の間に１つあるいは複数の線を描くような配置及び寸法とされているマーカーペンを提供
する。
【００１４】
　他方の観点において、本発明は、管状のハウジングであって、該ハウジング内に配置さ
れた第１のチャンバー内に存在する流体が補充される第１の流体保持ペン先を一方の端部
から突出させた管状のハウジングと、前記ハウジングの前記一方の端部から突出するとと
もに、前記ハウジング内に配置された第２のチャンバー内に存在する流体が補充される第
２の流体保持ペン先とを備え、前記突出するペン先のうちの一方が他方から離間させられ
ているマーカーペンを提供する。
【００１５】
　前記第１のペン先は、多孔性素材から構成されていることが好ましい。前記第２のペン
先もまた、多孔性素材から構成されていてもよい。他には、前記第２のペン先が、毛管通
路の設けられた不透過性素材の薄肉チューブ、あるいは、多孔性の流体保持素材を収容す
る不透過性素材の薄肉チューブを備えていてもよい。前記流体保持素材が、繊維状素材の
集合体、スポンジ、あるいは、相対的に固い多孔性素材を備えていてもよい。
【００１６】
　前記第１のペン先に、前記第２のペン先の少なくとも一部分が突出することが可能な開
口部が設けられていてもよい。このとき、前記第１のペン先が、該ペン先の長さ方向の軸
線に対して垂直な平面内で環状あるいはリング形状とされていてもよい。前記第１のペン
先の側面が、前記長さ方向の軸線に対して略平行とされていてもよいし、これに代えて、
前記ペン先の末端部での直径が、該ペン先のハウジングに取り囲まれた端部での直径より
も小さくてもよい。ここで、前記第１のペン先が、一方の端部から他方まで通過する中央
孔を有する略部分円錐とされていてもよい。前記第１のペン先の末端部が、例えば先細り
ではなく、略平坦とされていてもよい。しかしながら、他の形状のペン先が用いられても
よい。例えば、前記第１のペン先の外部輪郭が、横断面で、長円、正方形あるいは矩形と
されていてもよいし、それどころか、他の適当ないかなる形状とされていてもよい。
【００１７】
　前記第１のペン先が、吸収性素材からなる分離した複数の部分から成る略環状の配列を
備え、前記第２のペン先の少なくとも一部分が、この環状の配列によって形成される孔を
通して突出するよう構成してもよい。このとき、第１のペン先の個々の部分が、ハウジン
グの第１のチャンバーからの流体を受け取るように接続されていてもよい。
【００１８】
　前記第１のペン先の末端部の外表面は相対的に固く、このため該末端部は曲がらないこ
とが好ましく、素材ＰＯＲＥＸを備えていてもよい。これは、紙、カードあるいは類似の
素材の表面に接触させられたときでも、その形状を維持するような多孔性の流体保持物質
である。このとき、前記第１のペン先の末端部の少なくとも一部分が、フェルト素材ある
いは発泡体素材、例えば発泡ポリスチレンから構成されていてもよい。
【００１９】
　前記第１のペン先が、芯を通して前記第１のチャンバーからの流体を受け取るように接
続されていてもよい。前記第１のチャンバーが、一般にトランゾーブ（transorb）を備え
ていてもよい。トランゾーブは、実質的に、不透過性の鞘内に配置された多量の流体保持
繊維状物質を備えている。鞘は、一般に両端部に開口させられており、トランゾーブ内に
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存在する流体を毛管作用によってマーカーペンのペン先へと通過させるための芯を受け止
めている。
【００２０】
　前記第１のチャンバーが、横断面で、前記ハウジングの内壁に近接あるいは接触するよ
うな外壁を有する管状とされていてもよい。
【００２１】
　前記第１のチャンバー内に存在する前記流体が、例えば、有色染料、分散色素あるいは
他の有色媒体、使用されたときにインク内の染料あるいは分散色素と化学的に反応する消
去素材の溶液、あるいは、前記第１のペン先によって塗布された有色媒体の色を消去した
り変化させたりする他の有色媒体を有する水性インクを含んだ指示薬を備えていてもよい
。
【００２２】
　前記第２のペン先の末端部が、略先細りとされててもよいし、前記ペン先の横断面が、
円形とされていてもよい。しかしながら、長円、正方形あるいは矩形のような他の横断面
が用いられてもよい。
【００２３】
　前記第２のペン先が、芯を通して前記第２のチャンバーからの流体を受け取るように接
続されていてもよい。前記第２のチャンバーが、トランゾーブ（transorb）を備えていて
もよい。前記第２のチャンバーが、横断面で、前記環状の第１のチャンバー内の内表面に
近接あるいは接触するような外壁を有する管状とされていてもよい。他には、前記第２の
チャンバーが、前記ハウジング内に前記第１のチャンバーと並んで配置されていてもよい
。
【００２４】
　前記第２のチャンバー内に存在する前記流体が、有色染料、分散色素あるいは他の有色
媒体、使用されたときにインク内の有色染料あるいは分散色素と化学的に反応する消去素
材の溶剤、あるいは、前記第１のペン先によって散布された有色媒体の色を消去したり変
化させたりする他の有色媒体を有する水性インクのような指示薬を備えていてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、添付した概略図を参照しながら、本発明をその一例によって詳細に記述していく
。
【００２６】
　各実施例において、同一の参照数字は、同一あるいは類似の構成に用いられている。
【００２７】
　図１に示されるマーカーペンは、細長い中空で略管状をなすアウターケーシング１を備
えており、このアウターケーシング１は一般にプラスチック素材から構成されている。し
かしながら、他の素材を用いることもできる。ケーシング１の一方の端部は、このケーシ
ングの一方の開口端部内に固く嵌合するような寸法の栓２によって閉塞されている。栓２
は一般にプラスチック素材から構成されており、この栓２には近接するケーシングの縁に
対して接触する環状の肩部３が設けられている。管状のフェルール４が、一部ケーシング
内に設けられて栓２から離れる方向に延びている。フェルールはケーシング１の開口端部
に摩擦嵌合しており、このフェルールには近接するケーシングの縁に対して接触するよう
に屹立する環状の肩部５が設けられている。ケーシング１から離れたフェルール４の一部
分は、略部分円錐長さ６と略均一な横断面の端部部分７とを有している。このフェルール
もまたプラスチック素材から構成されていてもよい。
【００２８】
　フェルール４の外表面には、空気キャップの口部の位置決めが可能なように屹立するリ
ング１０が設けられている。
【００２９】
　ケーシング内には、不透過性プラスチックの鞘１１に入れられた流体保持繊維状素材９
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の集合体を備えたトランゾーブ（transorb）８が配置されている。鞘の素材はアセテート
コーティングを備えていてもよい。鞘１１は、その栓２に近接するその端部が閉塞されて
いる。環状ペン先１４の端部部分１２及び芯部分１３は、栓２から離れた鞘１１の端部に
設けられた開口部を通して突出し、トランゾーブ８の流体保持繊維状素材９に浸されてい
る。ペン先１４及びその芯部分１３は、フェルール４の内部にぴったりと嵌合している。
フェルール４に対するペン先の長さ方向の移動は、ペン先１４の先端へ圧力を働かせるこ
とによって達成される。
【００３０】
　ペン先１４は、フェルトのような多孔性素材、発泡体、ＰＯＲＥＸ（登録商標）で市販
されているような素材など、トランゾーブ８からの流体を毛管作用によってペン先１４を
通してその先端１５へと流すことのできればいかなる素材からでも構成される。ＰＯＲＥ
Ｘは、Porex Technologies Corporation 社を代表する成形可能な多孔性素材である。本
質的に、それは熱可塑性重合体ペレットの焼結体、特に重合体を造粒して水で急冷するこ
とによって製造されたマイクロペレットを備えている。このペレットは、略均一なサイズ
及び形状とされ、それぞれ互いに垂直な３つの軸線に沿って略等しい寸法を有し、さらに
、滑らかな表面と、細長い気孔のサイズ分布と、高い強度と、他の改良された特徴とを有
している。
【００３１】
　トランゾーブ８の鞘１１は、マーカーペン内の空気圧を大気圧にするための空気路１６
を形成するように、ケーシングの内壁から離間させられている。したがって、この通路は
、圧力均等化を目的として大気に通じている。圧力均等化のために、他のいかなる方法あ
るいは手段が用いられてもよい。
【００３２】
　トランゾーブ８には、端部が栓２から離れた端部に環状部分１７が設けられており、環
状部分１７内には、一般にプラスチック素材から構成される中空で管状のハウジング１８
が配置されている。このハウジングは、キャップ１９によって一方の端部が閉塞されてい
る。環状トランゾーブ部分１７の内壁は不透過性プラスチック素材によってライニングさ
れ、ハウジング１８の壁面がこの不透過性のライニングに接触している。
【００３３】
　ハウジング１８内には、不透過性プラスチックの鞘２３に入れられた流体保持繊維状素
材２２の集合体を備えた第２のトランゾーブ（transorb）２１が配置されている。内部ペ
ン先２５の端部部分２４は、端部キャップ１９から離れた鞘２３の端部に設けられた開口
部を通して突出し、トランゾーブ２１の繊維状素材２２に浸されている。芯部分２６を含
む第２のペン先２５は、環状ペン先１４の中央通路を通過するように延在している。
【００３４】
　ペン先２５には、トランゾーブ２１からの流体を毛管作用によってペン先２５の先端２
７へと通過させるための細長い通路が長さ方向に延在するように設けられている。流体が
ペン先から例えば紙シートへと通過することを可能にするため、先端２７には穴が設けら
れている。ある構成として、ペン先２５は、内部毛管通路が設けられたり、繊維状素材の
集合体のような多孔性素材で満たされたりした、プラスチック、金属あるいはセラミック
の中空のチューブとされている。これに代えて、ペン先２５が、ＰＯＲＥＸ、フェルトあ
るいは類似の多孔性素材から構成されていてもよい。
【００３５】
　図１に見られるように、トランゾーブ２１の外壁は、マーカー内部を大気圧とするため
にハウジング１８の内壁から離間させられている。
【００３６】
　同じく図１に見られるように、ペン先１４，２５及びそれらの芯部分の対向しあう表面
は、一方が他方から隔てられている。この特徴は、図２及び図３によく示されている。図
示されているように、ペン先１４，２５同士の間には接触点がなく、したがって、各ペン
先の流体同士のいかなる汚染をも避けることができる。図２及び図３に示されているよう
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に、ペン先２５の先端は、その端部部分にまでわたって内方側へ向けて先細りとなってお
り、ペン先の先端同士の間の間隔が大きくなるようになっている。また、環状ペン先１４
の縁２８は、使用されているペン先から散布される流体のいかなる交雑汚染をも避けるこ
とができる強度を有するように丸められている。一般に、ペン先２５の先端の直径は約１
ｍｍとされ、環状ペン先１４の内部通路の直径は２ｍｍとされている。図３には、ペン先
２５の先端に設けられた穴２９と、中空のチューブ３０と、このチューブ内に存在する芯
３１とが示されている。
【００３７】
　図３に示されているように、使用されていないときには、環状ペン先１４の先端が、内
部ペン先２５の先端を越えて突出している。これにより、ユーザーが、相対的に小さい圧
力で使用したときには環状ペン先１４のみから流体を散布することができ、そして、わず
かに圧力を増大させたときには両方のペン先１４、２５から同時に流体を散布することが
できる。ペン先１４とケーシング１との相対的な移動（つまり、ペン先１４とペン先２５
との相対的な移動）は、上述の通りである。
【００３８】
　図４には、内部ペン先２５の先端が環状ペン先１４の先端を越えて突出している他の実
施例が示されている。したがって、この実施例では、ユーザーが、内部ペン先のみで書く
か、あるいは、わずかに圧力を増大させることによって内部ペン先及び環状ペン先の両方
によって書くかを選ぶことができる。図４では、ペン先１４，２５同士の間の間隔が、実
質的に不透過性の鞘３２によって形成されている。
【００３９】
　図５に示されたマーカーペンの環状ペン先１４は、その先端から離れた端部に設けられ
た凹部３３を有している。これに隣接する内部トランゾーブの端部は、この凹部内へ突出
させられており、それによって環状ペン先の移動範囲が制限されている。この実施例では
、内部ペン先２５が、相対的に固いプラスチックの鞘３５に包まれた流体保持繊維状素材
３４の集合体を備えている。使用されているときに、流体がペン先から例えば紙シートへ
と通過することを可能にするため、ペン先２５の先端には穴３６が設けられている。ペン
先の先端から離れたプラスチックの鞘３５の端部には、流体が内部トランゾーブから毛管
作用によって繊維状集合体を通してペン先の先端へと通過することを可能にするために、
１つあるいはそれ以上の開口部３７が設けられている。
【００４０】
　ペン先１４の先端の端部には、このペン先１４内に設けられた棚３９に対してぴったり
と嵌合する環状の段差３８が設けられている。段差３８と棚３９との協働は、環状ペン先
１４内での内部ペン先２５の移動範囲を制限する。
【００４１】
　図６に示されたマーカーペンは、図１に示されたものと類似している。しかしながら、
この実施例では、ケーシング１がフェルールと一体化されるように構成されており、かつ
、環状トランゾーブ８の中央通路内にトランゾーブ２１が略同軸状に配置されることによ
り、トランゾーブ８，２１は一体的なものとされている。この実施例では、２つのトラン
ゾーブが、単に不透過性プラスチックの鞘によって隔てられている。２つのトランゾーブ
は真空成形されていてもよい。また、環状ペン先１４は略直線状をなしている。
【００４２】
　図６に示されるように、先端から離れたペン先１４の端部は、トランゾーブ８の一方の
端部に設けられた開口部内へ突出している。他の構成として、ペン先の端部が、トランゾ
ーブ８の繊維状集合体内へ大きいあるいは小さい範囲で突出するような、環状延長部ある
いは突出小片の列を含んでいてもよい。
【００４３】
　図７に注目すると、この実施例では、アウターケーシング１の直径が一方の端部におい
て減少し、これによってハウジング１８の一方の端部に設けられた補完ソケット４２に受
け止められて保持されるソケット４１を形成している。ケーシングの直径の変化によって
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形成される環状の肩部４０は、トランゾーブ８のための端部ストッパを形成している。し
たがって、この実施例では、トランゾーブ２１が、環状ペン先１４のトランゾーブ８の軸
方向に変位させられている。環状ペン先１４の芯の端部には、トランゾーブ８からペン先
１４の先端への流体の流れを補助するように、後方側へ向けて延びる複数のニップル４３
が設けられている。マーカーペンのペン先の端部は、空気キャップによって着脱可能に覆
われていてもよい。
【００４４】
　ハウジング１８は、ソケット４２から離れたハウジングの端部が環状トランゾーブ８の
内部通路を通過できるようにテーパネック４４を有している。ソケット４２は、図８に示
されるようにソケット４１内への摩擦嵌合が可能な寸法とされていてもよいし、図９に示
されるようにスクリューネジとの協働を介してソケット４１に接続されるようにしてもよ
い。これに代えて、ソケット４１，４２が、スナップ作用を介して接続されるようにして
もよい。両方の場合、アウターケーシング１５とハウジング１８との間の長さ方向の相対
的な移動が可能になる。このように、ペン先２５の先端の位置は、ソケット４１に対する
ソケット４２の移動によって単純に変化させられる。
【００４５】
　図７に見られるように、内部ペン先２５は、ペン先の先端に近接した位置において、中
央に位置するフェルールによってハウジング１８の内壁から離間させられている。このフ
ェルールは、圧力均等化を目的として、空気の流れを生じさせる開口部あるいはフィンを
有している。
【００４６】
　図７～図９に示される実施例の１つの利点は、内部ペン先２５を含むハウジング１８を
、すぐにケーシング１から引き抜き、逆にして再びケーシング１のソケット４１内へ挿入
することができることである。この逆の状態が、図１０及び図１１に示されている。この
ようにして、２つのペン先が分離されたり一緒にされたりして用いられる。図１０及び図
１１に示されているように、エンドキャップ４５，４６が、使用されていないときのペン
先の先端をシールするように設けられている。さらなる利点としては、さまざまなハウジ
ング及びトランゾーブを、ケーシング１及びそのトランゾーブの組み合わせに応じて用い
ることができることである。
【００４７】
　図１２に示される実施例では、ケーシング１が図６に示されたものと類似している。し
かしながら、この実施例では、トランゾーブ８，２１が、同軸状というよりはむしろ直線
状に配置されている。図１２に示されているように、ペン先２５の芯部分が、環状トラン
ゾーブ８の中央通路を通過するようにして長さ方向に延在しているとともに、トランゾー
ブ２１内に存在する繊維状集合体内へ突出している。ペン先１４の芯部分は、トランゾー
ブの内部のプラスチックの鞘によって、トランゾーブ８の流体保持繊維状集合体から保護
されている。Ｏ字形状のプラスチックの鍔４７が、この鍔の一方の表面とこれに対向する
トランゾーブ８の端部との間に隙間を形成するように、２つのトランゾーブの対向する端
部同士の間に配置されている。
【００４８】
　図１３，図１３Ａ，図１３Ｂに示されたマーカーペンは、２つのペン先１４，２５の芯
の長さが実質的に減少させられている点を除いて、前述したものと類似している。内部ペ
ン先２５は、繊維状集合体で満たされた胴部４８を有する挿入可能なカートリッジ４７と
、トランゾーブ８内に存在する繊維状集合体内へ突出する芯部分４９と、ペン先の先端と
を備えている。前述したように、流体は、毛管作用によってトランゾーブ８から芯部分４
９及び胴部４８内に存在する繊維状集合体を通してペン先の先端へと通過する。図１３Ａ
には、マーカーの端部におけるペン先１４，２５の相対的な配置が示されている。マーカ
ーペンのペン先の端部は、着脱可能なエンドキャップ５０によってシールされている。図
１３Ｂには、トランゾーブ８，２１、ケーシング１及びハウジング１８の相対的な寸法及
び配置が示されている。
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【００４９】
　図１４に示されるマーカーペンは、トランゾーブ８，２１が同軸状あるいは直線状とい
うよりはむしろ並行して配置されている点で、前述した実施例と異なっている。図１４の
実施例では、ケーシング１が、完全に隔てられた横断面円形の２つの区画５１，５２を備
えている。もちろん、他の横断面形状が用いられてもよい。各区画は、前述したようにし
てトランゾーブを受け止めている。しかしながら、この実施例では、各トランゾーブが、
環状というよりはむしろ中実の円柱状の繊維状集合体を備えている。外部ペン先１４は、
略部分円錐形状とされているとともに、内部ペン先２５を通して突出させることができる
ようにくりぬかれている。外部ペン先１４は、ケーシング１の開口端部を横切るように延
在するとともにトランゾーブ８の開口端部上に接触するように配置された台座部分５３を
備えている。このようにして、トランゾーブ８の繊維状集合体に保持された流体が、毛管
作用によって台座部分５３を介してペン先へ流れ、そこからペン先の先端へと流れること
ができる。一般に、環状ペン先１４及び台座は、ＰＯＲＥＸ素材から構成されている。そ
の成形は一般には金型によるものである。
【００５０】
　先端から離れたペン先２５の端部は、トランゾーブ２１内に存在する流体保持繊維状集
合体内へ突出している。これにより、流体が、毛管作用によって繊維状集合体からペン先
へ、そこから先端へと流れることができる。ペン先及び台座５３における露出した表面は
、着脱可能なエンドキャップによって覆われることが好ましい。台座５３とペン先８の略
部分円錐の側面とが、永久にあるいは開放可能にキャップ５４によって覆われている。ケ
ーシング１の外表面の周囲には、キャップの縁が接触させられるようにリップ５５が設け
られている。
【００５１】
　図１４に示したものと類似する図示しない実施例では、ケーシング１が、チャンバー５
１の他方の側面側に配置されたチャンバー５２に類似するもう１つのチャンバーを備えて
いる。これにより、ケーシングは並行する３つの区画を備え、外方側の２つの区画の両方
が台座５３の横にそれぞれ接続されたトランゾーブ８を備えている。そのようなケーシン
グの断面図が図１４Ａに示され、端面図が図１４Ｂに示されている。
【００５２】
　図１５に示された実施例では、内部ペン先２５の先端が、ペン先２５のテーパ環状端部
壁によって同一位置に保持されるボールベアリング５６を備えている。ボールベアリング
における露出しない表面がペン先の内部芯５７に接触することにより、この表面に、芯の
内部に存在する流体が常時補充される。従来の方法では、表面上にペン先で描いたときに
、ボールベアリングが回転することによって、流体を筆記面に移動させることができる。
ボールベアリングは、例えばステンレススチールのような金属、セラミック素材、プラス
チック素材、あるいはＰＯＲＥＸのような多孔性素材から構成されていてもよい。
【００５３】
　図１６に示されるマーカーペンのペン先の先端は、ペン先２５の内部表面に形成された
対向した軸保持用凹部間で回転するように取り付けられたローラー５８を備えている。こ
のローラースピンドルは、符号５９で示されている。ローラーの露出しない表面は、ペン
先の内部芯５７に接触している。このローラーには、一対の環状屹立リブが設けられてお
り、それによって、例えば紙シートの表面上をローラーが移動することで同時に２つの線
を描くことができる。
【００５４】
　図示されているように、ローラーの２つのリブ６１における露出しない表面は、同一の
芯に接触している。他の構成として、各リブが、他のリブが接触する芯から完全に隔てら
れた芯に接触するようにしてもよい。このようにして、異なる流体が２つのリブによって
塗布されてもよい。
【００５５】
　図１７及び図１８の概略図は、２つの異なるペン先の輪郭を示している。図１７では、
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両方のペン先が断面で略矩形とされており、図１８では、両方のペン先が断面で略長円形
とされている。これらのペン先の１つの利点は、紙に対するペンの方向を変えるだけで、
単純に描かれる線の幅を代えることができることである。
【００５６】
　上述したように、トランゾーブ８内に存在する流体は、有色染料、散乱色素あるいは他
の有色媒体を含む水性インクのような指示薬を備えていてもよいし、水を備えていてもよ
い。トランゾーブ２１内に存在する流体は、トランゾーブ８内に存在するものとは異なる
色の染料、分散色素あるいは他の有色媒体、インク内の有色染料あるいは分散色素と化学
的に反応する消去素材の溶剤、あるいは、第１のペン先によって散布される有色媒体の色
を消去したり変化させたりする他の有色媒体を含む水性インクのような指示薬を備えてい
てもよい。
【００５７】
　本発明によるマーカーペンは、１つの色を有する相対的に幅広の縞とともに、この縞の
境界に、他の色あるいは無色の１つあるいは複数の線を描くために用いられる。この効果
は、紙シートのような筆記面上のペンの方向とは関係なく得ることができる。
【００５８】
　縞は、環状あるいはリング形状のペン先１４によって描かれ、内部の線は、ペン先２５
によって描かれる。図１６のローラーは、２つの略平行な線を描くのに用いられる。他の
色の縞の余白によって縁取られた１つの色の１つの線を描くためには、流体がペン先１４
へと移動させられるトランゾーブ８は、第１の色の染料を有する指示薬インクで満たされ
、流体がペン先２５へと移動させられるトランゾーブ２１は、指示薬インクの染料と化学
的に反応してそのｐＨを変化させる、つまり、指示薬インクの染料の色を変化させる消去
媒体の溶剤で満たされる。使用されるときには、マーカーペンのペン先の端部の筆記面上
の移動により、ペン先２５によって散布される消去溶剤が、環状ペン先１４によって既に
散布された有色インクと化学的に反応して、縞の色と異なる色の線を生じさせることがで
きる。無色の中央の線を有する縞を描くためには、指示薬インクの波長の値を可視域の外
へ変化させるような消去溶剤が選択される。
【００５９】
　この効果はまた、異なる色の２つの水性インクの色の混合をもたらす。例えば、トラン
ゾーブ８が、第１の色（例えば黄色）の水性インクで満たされ、トランゾーブ２１が、第
２の色（例えば緑色）の水性インクで満たされているとする。使用されたときには、マー
カーペンのペン先の端部の筆記面上の移動により、ペン先２５によって散布される有色染
料が、ペン先１４によって散布される有色染料と混合し、例えば与えられた例では、中央
のグリーンの線とともに黄色の縞を生じさせる。
【００６０】
　水で洗浄された色の効果を出すためには、１つのトランゾーブが有色染料を含んだ指示
薬インクで満たされ、他のトランゾーブが単に水で満たされるようにすればよい。
【００６１】
　ペン先１４，２５からの流体が同時に散布されるため、線及び縞の縁において混合が生
じ、それぞれのぼやけた縁に、深み及び輪郭の幻覚効果が与えられる。この効果は、三次
元的効果と言うことができる。すなわち、外観が管状となった有色の縞が得られる。従来
では、これは、偉大な技術と芸術的な訓練とによってのみ達成することが可能であった。
このような効果をもたらすことができるマーカーペンは知られていない。
【００６２】
　図示されない実施例において、ペン先１４，２５には外部源から流体が供給されるよう
にして、トランゾーブ８，２１の必要性をなくすようにしてもよい。例えば、要求される
流体に浸されたパッドによって、この流体が環状ペン先１４へと移動するようにしてもよ
いし、同様に、ペン先２５に、スポイトあるいは類似の装置によって流体が供給されるよ
うにしてもよい。ペン先への外部補充のための他の手段が用いられてもよい。もし、流体
を含む複数の区画がマーカーペンのケーシングに設けられている場合、これらは、芯によ
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ってそれぞれのペンに直接接続されている必要はない。例えば、ペン先のための流体源が
、単にそれぞれの流体ごとに隔てられた容器を備えているようにしてもよい。この場合、
流体が、便利に液体吸収芯を通してペン先へと接続されるようにしてもよい。例えば、ペ
ンのケーシングの側壁が柔軟性を有するようにして、手の圧力や他の手段によって、流体
が伝達されるようにしてもよい。
【００６３】
　前述したものは、単に、本発明によるマーカーペンの一例を示したものであり、種々の
変更を、本発明の思想から外れることなしに加えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明によるマーカーの長さに沿った断面図である。
【図２】図１に示されたマーカーのペン先の要部拡大図である。
【図３】図１に示されたマーカーのペン先の要部拡大図である。
【図４】本発明による他のマーカーのペン先の断面図である。
【図５】本発明による他のマーカーの部分断面図である。
【図６】本発明によるさらに他のマーカーの長さに沿った断面図である。
【図７】本発明によるさらに他のマーカーの長さに沿った断面図である。
【図８】図７に示されたマーカーの要部拡大断面図である。
【図９】図７に示されたマーカーの要部拡大断面図である。
【図１０】図７に示されたマーカーの異なる形態の断面図である。
【図１１】図７に示されたマーカーの異なる形態の透視図である。
【図１２】本発明によるさらに他のマーカーの長さに沿った断面図である。
【図１３】本発明によるさらに他のマーカーの長さに沿った断面図である。
【図１３Ａ】図１３に示されたマーカーペンを矢印Ａ方向から見た端面図である。
【図１３Ｂ】図１３のＸIII－ＸIII線に沿った断面図である。
【図１４】本発明によるさらに他のマーカーの部分断面図である。
【図１４Ａ】本発明によるさらに他のマーカーの断面図である。
【図１４Ｂ】本発明によるさらに他のマーカーの端面図である。
【図１５】本発明によるさらに他のマーカーを示す図である。
【図１６】本発明によるさらに他のマーカーを示す図である。
【図１７】本発明によるさらに他の実施例のマーカーの概略図である。
【図１８】本発明によるさらに他の実施例のマーカーの概略図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　ケーシング
　８　トランゾーブ
　１４　ペン先
　２１　トランゾーブ
　２５　ペン先
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